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七尾港の航路等の水深確保等の確認について（お知らせ） 

 

 

 

令和６年能登半島地震を受けて、能登半島沿岸を対象に航行警報が発出されている

ところですが、このうち、七尾港の航路等については、今般関係機関により航路啓開

のための暫定水深調査（別紙参照）が行われ、調査範囲においてがれき又は地殻変動

の影響が概ねないこと、水深が概ね海図の記載どおりであることを確認しました。ま

た、同地震後も、七尾港内の航路標識の位置及び機能は確保されていることを確認し

ました。 

 

 

※ 港内の水深減少等については水路通報で周知しています。 

 

 

【問合せ先】 

石川県土木部港湾課 担当課長 甲部（こうべ） （電話：076-225-1746） 

国土交通省 金沢港湾・空港整備事務所 工務課長 石野（いしの） （電話：076-267-2241） 

七尾海上保安部 交通課長 三盃（さんばい） （電話：0767-53-7118） 

 

 



：暫定水深調査範囲

別紙 航路啓開のための暫定水深調査範囲
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